
1 

 

 

אלאל  תּתּ   
ṌṌ נּנּ ḭḭ ḭḭ   ṌṌתּתּ

    

 

 

 

市内には、九十九里浜やサンブスギに代表される丘陵地の自然的景観、広大な田園、屋敷林に囲

まれた集落地など、多様な景観があります。この景観を守り、また、これからの景観を創り、次の

世代へと引き継ぐために平成 27 年 3 月に「山武市景観計画」を策定しました。 

景観計画に基づき取り組みを進めていく範囲は、市内全域です。 

景観計画を効果的に運用していくため、「山武市景観条例」が平成 27 年 10 月 1 日に施行されま

した。施行に伴い、一定規模以上の行為を行う場合は、景観法に基づく届出が必要となります。 

 

 

多様な景観は、長い時間をかけてじっくりと築きあげてきたものです。 

しかし、人々の生活習慣や価値観の変化等によって、まちの姿は気づかないうち

に変化していきます。 

これから 20 年後、30 年後に無秩序なまちなみにならないよう、景観に配慮した

取り組み（景観づくり）を進めていく必要があります。 

そのためには、私たち一人ひとりの景観に対する意識や協力、そして、人々が景

観に関わり続けることが欠かせません。 

その意味を込めて、景観計画では次の理念や目標を定めました。 

 

 

 

 

 

 

ῇ ⁸ǲ ȐǠ ȉǓƲ ș ǲ ǟƲ ș֝ȑ⁵ǖ ș

ȑǱǓȐƲ ǵʫ̈ǿǜȚȇǵ șǫǱǋǮǋǔȅǞȎǍƳ 

  ῇ ⁸ǵ Ǭǖȑǲ ȖȒ˲ƵșǫǱǕǱǓȐƲȏȑẎǔǱ

Ǭǖȑǵ ȓșҍǪǭǋǔȅǞȎǍƳ 

  ǋșǫǱǕƲ˲ǯ˲șǫǱǕǱǓȐƲ ǲḨǬǖ ȋ ǵ

ș ǵʫ̈ǲǫǱǋǮǋǔȅǞȎǍƳ 

 

次のページからは、景観づくりの考え方（心得・作法）やルール、届出についてお伝えします。 

Ẍ ḴẌ  

Ẍ ︣ שּ ẌṌ ḱ Ṍ  

ẼẼ₈₈ ₉₉⌐⌐≈≈™™≡≡ẼẼ  

῟ ӡ 

7  

28 2  

  
 תּ

אל  
～手を携えて守り、 

創り、紡ぐ～ 

ể 
想いをつなぐ 

Ễ 
人と人をつなぐ 

ễ 
生業(なりわい)をつなぐ 
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Ṍ ︣ ¬קּ ḱ ºṌ 

景観づくりを進めるには、豊かな自然環境や道

路・公園・河川等の“公共的な空間”に加え、右の

図のように、住宅の外観や門、塀など、外から眺

めることのできる空間を“半公共な空間”と捉え、

あわせて取り組む必要があります。 

地域に暮らす市民や事業者、行政の間で共有す

べき“心得（常に心がけること）”“、”作法（やり方・方法）”として意識してみましょう。 

 

 

  ὤș┴ǭȒ ǶƲ ǵὤȋקᶪǵ ǯǵ ͜ǵʴǮƲᶿ ș

ǟǜǢǱǋȏǍƲȍǯȑǵǉȒ șҍїǞƲ┴ ǵ ǜȋ ₦Ʋ

ǯǵ ǲ ǞȅǞȎǍƳ 

  ĝׄǚǍʢ ʰ Ğǯǵ ͜ǵʴǮƲ┴ ǵ◐ȋ Ʋ ǲǫǋǭƲ

ᶪǵק ǜș╠ǔ ǦǢȒȏǍǱ șǞǱǓȐƲῇ ȐǞǋ ᶪ

ș ǞǭǋǔȅǞȎǍƳ 

  ȅǨǱȆǵ Ǔר ўȓǱǋȏǍƲ ǵ ǘḐȋᾶ ǵȏǍǱ

Ǳ ș֝ȑЊȓǱǓȐƲ┴ ǵẆקȋ ǵẎǔǱ ḹǱ

ǰǵ ӓș ȈȅǞȎǍƳȅǦƲȦȠȱɱǵὙẆ Ǳǰǵ̂ₑ

ǲǫǋǭȉƲ Ǐ ǲ ǞȅǞȎǍƳ 
 

 

 

建築物などの景観形成に関わるすべ

ての行為について、景観に配慮するこ

とになります。 

このため、市民・行政・事業者が共

有する景観配慮事項として、景観形成

基準を定めます。 

景観形成に大きな影響を与える一定

規模以上の行為に対しては届出が必要

です。 

届出の対象とならない行為について

も、良好な景観の形成に努めましょう。 
 

 

¬ º 

◐ ɵͪЋǲ ǲ֝ȑ ȇ᷂ӢǮǠƳ 

Ѽⅎḹȋ ӳ֥ ǵ ρșǶǟȈƲ┴ ǏǱǰǲȏ

Ȓ ǦǱȅǨǱȆ ǵ◐ Ǔ ♅ǜȓȒƼ ӳ

ζק ᷂Ӣƽș ὑǞǭǋȅǠƳ 

⁸ЋḢǵ ◐ Ḩ ǲқǏƲȏȑǔȈ ȋǒǱ

˗ ǓǉȑȅǠƳ 

 
 

Ẍ שּ ṇ ẌṌ Ṍ  

Ẍ שּ Ẍ  
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שּ

 

ể 
ゆとりのある 

配置・規模にする 

Ễ 
デザインや色彩などに配慮し、 

周囲の良さを引き立たせる 

ễ 
緑化などの自然素材を 

取り入れ、街並みを魅せる 
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景観区域内（市内全域）で、次の行為を行おうとする場合、景観法に基づく届出を行為着手の

30 日前までに行う必要があります。 

 

行為 
┴ Ħ ǵ ƲṔ Ʋ ǞǖǶ ƲẆ șẀ ǠȒǚǯǯǱȒʹ Ǟ
ǖǶ Ǐ֕Ƕ ◓ǵẀ  
ĦǚǚǮǵ┴ ǯǶƲ┴ Ḩ 2 1 ֵǲ ὑǜȓȒȉǵș ǞȅǠƳ 

規模・ 
イメージ 

ǵǋǡȓǒǲ ►ǠȒȉǵ 

ƨ ǜ 10  

ƨ├⅛ 500    

   

 

行為 

›̸ Ħ ǵ ƲṔ Ʋ ǞǖǶ ƲẆ șẀ ǠȒǚǯǯǱȒʹ Ǟ
ǖǶ ֕Ƕ ◓ǵẀ  
ĦǚǚǮǵ›̸ ǯǶƲ┴ Ḩ ̉ 138 1 ǲ ὑǜȓȒȉǵ֗Ǻᶽ᷂ǲ Ǟ

ǭ ǠȒẐ Ͻ ρș ǞȅǠƳ 

規模・ 
イメージ 

ƨ ǜ 10  

ƨẐ Ͻ ρǶ 

᷂ 1,000 ̊ʣ   

   

 

 

行為 ⁸ 4 12 ǲ ὑǠȒ Ǥǵ̀ ̉ǮὑȈȒ  

規模・ 
イメージ 

ƨ 1,000 ̊ʣ   

   

 

行為 ᾶẆǲǑǘȒᶽ Ʋ∕ ƲП Ǥǵ̀ǵ ̏ǵḭ Ǔ 1 ₴ș ǏȒȉǵ  

規模・ 
イメージ 

ƨ̱ ǵ ǜǓ 1.5 ș ǏȒȉǵ 

֗ǺӢḢ 300 ̊ʣ   

 

 

 

 

 

  

■届出後の審査でその行為が「景観形成基準」に適合しないと認める時は、市は設計の変更やその他必要 

な措置をとることを勧告することになります。 

■景観形成基準や届出の詳細は、「山武市景観ガイドライン」（冊子）や、市ホームページをご覧ください。 

 

Ẍ Ẍ  

ǵ ǵǉȒר ǮᶪȖȓƲ 

ȑǒȐ ǫ͈ 

ǞǲǱȒ ș ǠǚǯǮƲ 

ᶪǵק ǯǵ ᴇǲ ǞǦ͈ 
 ᶪǵȅǨǱȆǒȐק

Ǟǖ їǞǭǋȒ͈ 

ǜș ǏƲקᶪǵȅǨǱȆǯ 

ᴇǞǦ͈ 

Ǔ ǜȓǭǋǱǋ͈ ǘḐǵ̀Ʋ Ǳǰș ǠȒǚ

ǯǮƲ ǵ șר ͪǞǦ͈ 

ú Ṇ ú Ṇ 

Ṇ ú Ṇ ú 

◓↓ȋ ↓ǵ ǋ ◓șƲ┴ ǵ

ʝ ѝǲ▌ ǯǞǭ̓ ǞǦ͈ 

◓↓ȋ ↓ǵ ǋ ◓ș 

┴ Ћ̱ǲ̓ ǞǦ͈ 
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市の景観の目指すべきビジョンを提示し、景観づくりの施策の基本的事項を定めたものです。 

良好な景観を形成するための目標や方針のほか、景観形成について市民・行政・事業者が配慮す

べき点を示した景観形成基準、一定規模以上の建築など、景観に影響を与える行為に対する届出制

度（３ページを参照）などを定めています。 

景観計画に基づき取り組みを進めていく範囲（景観計画区域）は、山武市全域です。 

理念と３つの目標（１ページを参照）を踏まえ、類型別方針とゾーン別方針を定めています。 

 

ẇ （景観資源を地形や歴史などの特徴に整理した方針） 

 ṥ ḱ Ṧ 

ṥ ︡ ḱ Ṧ 

ṥ ḱ Ṧ 

ṥ ḱ Ṧ 

ṥ  Ṧ 

șͪЋǞǫǫƲ ǦǱ ҘșǫǖȒ 

ȐǞǵḹșὃȑƲȅǨǱȆǵ̸ șǫǖȒ 

ֲɵ ӓșὃȑƲ♥ʫǲǫǱǗ 

ǱȑȖǋ ɵ˲Ƶǵ Ҳǵ șǫǱǗ 

ⅎǓȑǵǉȒ șὃȒ 

 

 

ẇ ṇ （地域の景観特性を活かした方針） 

 

 

 

“景観づくりの視点”をヒントに、一人ひとりができること、身近なことから始めてみませんか。 

 

 

 

Ẍṡ Ṣ ḴẌ  

Ẍ כֿ פּ   ḵẌלּ

︢  
Ṍּ︣ת שּ טּ ︣Ṍ 

ɵ♪ ȋ Ǯ⁸Кș ǠȒ 
ɵ ȋ Ʋ ș όǠȒ 
ɵ ְȋ₳ ǒȐǵ Ȉș Ǟȇ 
ɵ᷂Ḣǵ ș ǲШ ș Ȓ Ǳǰ 

 
Ṍ ︡ ṏṌ 

ɵ⁸Кǵ ș ǭᶥȒ 
ɵ ǋ Ʋ ᵎǠȀǔ ș ǏȒ 
ɵ ǲ ǠȒȹɝɈɶȋɭɶȭȵɥɁɕ 
ǲ֓қǠȒ Ǳǰ 

ḱ ︣  
Ṍ קּ ︣Ṍ 

ɵ↨ϼǵ Ʋ ӓșǠȒ 
ɵ⁸ẆǒȐ ȓǦ˲ǲ᷂Ḣș КǠȒ 
ɵ ǵǉȒװ Ҳǲ֓қǠȒ 
ɵЏᶸȋ ῚǮǵɜɈɶșὃȒ Ǳǰ 

בֿ  
Ṍ ︡  Ṍלּ

ɵ ǵ˲ǲṶșǒǘȒ 
ɵȏȑẉǖǵ ҲȋȢɗɱɆǲ֓қǠȒ 
ɵ̀ǵᶧ̱ǯӲҘǞǭ̔ ȋȢɗɱɆș 
σǠȒ Ǳǰ 

שּ
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 山武市 都市建設部 都市整備課 （〒289 ‐1392  山武市殿台 296 番地） 

  0475 -80 -1191  ／ E-mail  toshiseibi@city.sammu.lg.jp  
ṇ ṇ  http://www.city.sammu.lg.jp/  

さん 

SUN שּ  
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